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＊�本号掲載情報は新型コロナウイルス感染症の
影響により、中止・延期する場合があります。 一戸町ホームページ -�https://www.town.ichinohe.iwate.jp/
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休日開庁のお知らせ（9月）
【マイナンバーカード交付窓口】　■日時　9月 11日㈰、24日㈯　9:30 ～ 12:30
　　　　　　　　　　　　　　　■場所　町民課　　　問町民課　総合窓口係　☎ 33-2111　内線 114

9 月連休・祝日のごみ収集　早朝収集は朝6:30までに

　9月の祝日と連休のごみ収集は右表のとおりです。
　二戸地区クリーンセンター（☎ 25-5660）が
稼働している時間帯は、家庭ごみ（可燃ごみや不
燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ）の持ち込みができ
ます（粗大ごみ以外は 30 円 /10㌔、粗大ごみは
100円 /10㌔）。
※�果物や野菜などは細かく切り、生ごみの水分は
しっかりと切ってください。
※�例年連休中はごみが増えます。必ず分別して捨
てるようにご協力をお願いします。
問町民課　生活環境係　☎ 33-2111　内線 126

月日 収集 クリーン
センター

9月17日㈯ 通常収集
小型粗大ごみの収集地区のみ。 休み

18日㈰ 休み 休み

19日㈪
祝日

早朝収集
収集するごみの種類は普段どおり
です。不燃ごみ、発泡スチロール、
食品トレイは回収しません。

※一戸地区は生ごみを回収します。

8:45
～
12:00

23日㈮
祝日

早朝収集
収集するごみの種類は普段どおり
です。不燃ごみ、発泡スチロール、
食品トレイは回収しません。

8:45
～
12:00

24日㈯ 通常収集
小型粗大ごみの収集地区のみ。 休み

25日㈰ 休み 休み

まだ受診していない人へ、今年最後の特定健診です
　対象者には、春に健康診断受診票を配布してい
ます。紛失してしまった人や、これから申し込む
人は健康子ども課まで連絡してください。
■特定健診の対象者（年齢は令和 5年 4月 1日現在）
　① 19～ 39歳の町民
　② 40歳以上の一戸町国民健康保険加入者
　③ 40歳以上の生活保護受給者
　④後期高齢者医療制度加入者
　⑤�国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健
康保険加入者で『「集合 B」受診券』を持って
いる人（『受診券』は各保険者が発行しますの
で勤務先に相談してください）

■各種検診の対象者（町民対象）
　・肺がん検診（40歳以上）
　・大腸がん検診（35歳以上、要事前申し込み）
　・前立腺がん検診（50歳以上の男性）
　・�肝炎ウイルス検査（40、45、50、55、60、
65、70歳で町の検査を受けたことがない人）

　・�骨粗しょう症予防検診（40、45、50、55、

60、65、70歳の女性）
　・�風しん抗体検査（風しん抗体検査クーポン券
を持っている男性）

■持ち物
　・保険証、健康診断受診票（⑤該当者は『受診券』）
　　※�大腸がん検診受診者は『検体容器』、風しん

抗体検査受診者は『クーポン券』を持参し
てください。

　・�健康手帳、前回の健診結果通知を持っている
人は持参してください。

■新型コロナウイルスに関する注意事項
　・受診する人は、マスクの着用をお願いします。
　・�受診する日の1週間以内に37.5℃以上の発熱、
風邪症状のある人や 2週間以内に新型コロナ
ウイルス感染症患者との接触が疑われる人は
受診できません。

　・�その他、国の緊急事態宣言などの状況により
受診できない場合があります。

問健康子ども課　保健班　☎ 32-3700　内線 608

月日
受付時間

（番号札配布）
実施場所 対象地区

9月11日㈰
9:00 ～ 11:00

コミュニティセンター
越田橋、八幡町、下町、横町、中町、上町、北舘、袋町、向町、永代町、中田、
樋ノ口、小滝、小井田

13:00～14:00 平船、下楢山 1・2・3、双畑、来田 1・2、鳥越地区、根反地区

12日㈪
9:00 ～ 11:00

奥中山地区センター
奥中山 1・2・3・4、日蓄、岳川、豊ヶ岡、上下田子、袖ヶ沢

13:00～14:00 火行、摺糠、宇別、旧中山、釜石、二戸郷、軽井沢

15日㈭
9:00 ～ 11:00

小鳥谷地区センター
平糠 1・2・3・4・5、田中開拓 1・2、小繋、田子、姉帯地区、面岸地区

13:00～14:00 川又、小鳥谷地区

16日㈮
9:00 ～ 11:00

コミュニティセンター
野田坂、野田、中道、西法寺地区、女鹿口

13:00～14:00 女鹿地区、小友地区、中里地区、月舘地区、出ル町地区、沢田、田中、地切、子守

◎検診日程

※地区指定日に受けられない人は、上記の都合の良い日に受診してください（連絡不要）

令和 4年度消防設備講習会を実施します
■対象
　①�消防設備士免状の交付を受けた日以降の最初
の 4月 1日から 2年以内の人

　②�前回の講習を受けた日以降の最初の 4月 1日
から 5年以内の人

■料金　7,000 円

■申込み　�申込書は岩手県防災保安協会、各消防
署、県庁消防安全課で配布

■受付期間
　9月 1日㈭～ 9月 15日㈭
問（一社）岩手県防災保安協会
　☎ 019-631-1625

講習区分 日時 会場
消火設備 10月 7日㈮　9:30 ～ 17:00 岩手産業文化センター�アピオ　会議棟（滝沢市）

警報設備
10月 5日㈬　9:30 ～ 17:00 釜石・大槌地域産業育成センター（釜石市）
10月 12日㈬　9:30 ～ 17:00 丸谷興務店㈱大ホール（奥州市）
10月 14日㈮　9:30 ～ 17:00 岩手産業文化センター�アピオ　会議棟（滝沢市）

避難設備
消火器

10月 20日㈭　9:30 ～ 17:00 北上市文化交流センター�さくらホール（北上市）
10月 21日㈮　9:30 ～ 17:00 岩手産業文化センター�アピオ　会議棟（滝沢市）

◎講習区分、日時および会場
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　フリーランスアナウンサーとして活躍している
後藤のりこさんの講演です。笑いありの楽しく分
かりやすいお話を聞いてみませんか？（参加無料）
■テーマ　『�今から！ここから！～これからも生き

生き人生～』
■日時　9月 21日㈬　13:30 ～
■場所　奥中山地区センター
■対象　町民または町内に勤務している人
■申込み　�　9月 20日㈫までに問い合わせ先に電

話または直接申し込み（定員 50人）。
問奥中山地区センター　☎ 35-2112

いちのへ町民セミナー参加者募集
　草刈り後の草は燃えるごみとして出すことがで
きません。以下のとおり取り扱いをお願いします。
　・�焼却したり水路に流したりしないようにして
ください。

　・�よく乾燥させてからクリーンセンターに直接
持ち込むか、畑などで堆肥資源として活用し
てください。

　・�乾燥させるときは自分の土地で行い、風で近
隣に飛んだりすることがないように注意して
ください。

問町民課　生活環境係　☎ 33-2111　内線 126

草刈りした草の処分方法に注意！
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　東北財務局盛岡財務事務所では、借入金を返済
することが難しくなった人やご家族、亡くなった
ご家族に借入金があり、対応に困っている人から
の相談に無料で応じています。
　秘密厳守で、電話相談も受け付けています。
■日時　月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30
■場所　盛岡合同庁舎 4階（盛岡市内丸 7-25）
問東北財務局盛岡財務事務所　相談専用電話
　☎ 019-622-1637

借入金返済の悩み、まずはご相談を

　いわてリハビリテーションセン
ターでは、高齢者や障がい者の自動
車運転について考えるフォーラムを
開催します。
■内容
　①�基調講演『近未来社会における人と車の共生』
　　�講師：�慶応義塾大学医学部精神・神経科学講

座　教授　三村　將先生
　②�トークセッション『安全に運転を続けていく
ために～本人・家族・社会ができること～』

■日時　10月 1日㈯　13:00 ～ 16:00
■場所　アイーナ 7階　小田島組☆ほ～る
　　　　（オンライン受講可）
■申込み　�　直接参加は申し込み不要。オンライ

ン受講希望の場合は応募フォームから
申し込み。

■料金　無料
問いわてリハビリテーションセンター地域支援部
　☎ 019-692-5800

いわてリハビリテーションフォーラム
2022を開催します
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　収入や所得が一定基準額以下の年金受給者に対
して年金に上乗せして支給される制度です。
■対象者　�老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基

礎年金を受給している人
■請求手続き
　①年金受給中で新たに対象になる人
　　�　対象者には、日本年金機構から請求手続き
の案内が 9月初旬頃から順次届きます。案内
に従って手続きしてください。

　②年金を受給し始める人
　　�　年金の請求手続きと併せて年金事務所また
は役場町民課で手続きしてください。

■その他
　�　日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電
話に注意してください。電話で口座番号を聞い
たり、手数料を求めることはありません。
問町民課　総合窓口係　☎ 33-2111　内線 113
　給付金専用ダイヤル　☎ 0570-05-4092
　二戸年金事務所　☎ 23-4111

受給には請求書の提出を
『年金生活者支援給付金制度』

中小企業を支援する『物価高騰対策支援金支給事業』
　岩手県では、新型コロナウイルスの影響による
売上減少および物価高騰などによる費用増加に直
面している中小企業者を支援するために、支援金
を支給します。
　申し込みに必要な書類やそのほかの詳細はホー
ムページから確認してください。
■対象（①～③全てに該当）
　①�県内に本店のある中小企業者（個人事業者含む）
であること

　②�仕入品の中に、前年同月の単価と比べて 10㌫
以上上昇しているものがあること

　③�令和 4年 4月～ 9月の期間中、次の⑴⑵どち
らかに該当すること

　　⑴�いずれか 1カ月の売上が、過去 3年間の任
意の同月と比較して 50㌫以上減少

　　⑵�いずれかの連続する3カ月の売上が、過去3
年間の任意の同期と比較して30㌫以上減少

■給付金額
　▷原材料等支援金
　　仕入品の上昇額に応じて 5万円～ 20万円
　▷家賃支援金
　　��家賃などの 4分の 1（上限 5万円）を 3カ月
分（最大 15万円）

■申請期限　11月 30日㈬まで
問物価高騰対策支援金事務局
　☎ 019-626-3160
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子育て支援民間賃貸住宅家賃補助事業
　町内の子育て認定住宅（町が認定した民間賃貸
住宅）に入居する子育て世帯に対して、家賃の一
部を補助します。
■補助金額

　※�町外からの移住者は 3年間に限り、上記金額
に 10,000 円を増額します。

■対象（①～④全てに該当）
　①�満 18 歳までの親族または妊娠
中の親族がいる世帯

　②�令和 3年 10 月以降に賃貸借契
約を結び、子育て認定住宅に居住する世帯

　③�生活保護を受けていない世帯
　④�市町村税を滞納していない世帯
■その他
　�　申し込みに必要な書類や認定までの流れなど
は町ホームページから確認してください。

問地域整備課課　☎ 33-2111　内線 282

満 18歳までの親族
および胎児の人数 月額補助金額

1人 3,000 円
2人 7,000 円
3人以上 13,000 円
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　岩手県では、下記の建物防災週間の期間中、防
災相談所を設置します。建築物の地震、火災対策、
崖やブロック塀の安全確保などの相談に応じます。
気軽に下記まで連絡してください。
■期間　8月 30日㈫～ 9月 5日㈪
問県北広域振興局土木部二戸土木センター
　　☎ 0195-23-9209
　岩手県県土整備部建築住宅課
　　☎ 019-629-5936　

建物の防災対策、見直しませんか？
『建物防災週間』を実施します

　新型コロナウイルス感染症の影響により『岩手
県新型コロナウイルス感染症対策資金』を利用の
事業者が、下記の対象期間内に支払った利子に対
して補助金を交付します。
　今後融資を受ける事業者も、対象期間内の利子
負担は補助金の対象です。
■対象期間
　令和 4年 4月 1日㈮～令和 5年 3月 31日㈮
問商工観光課　☎ 33-2111　内線 263

岩手県制度融資を利用の事業者ヘ
利子負担を補助します

　被災した地域で発生した災害ごみの回収は、以
下のとおりとします。
①�災害ごみは地域でなるべく分別し、空き地にま
とめてください。
②�災害ごみがまとまりましたら、役場町民課へ回
収の依頼をしてください。
③�準備ができたら役場が回収します。回収期限は
9月 9日㈮としますので、それまでに連絡して
ください。
問町民課　生活環境係　☎ 33-2111　内線 126

災害ごみの回収依頼はお早めに

　野生動物や野鳥に餌を与える
ことで、下記のような被害が発
生し、深刻な問題となっていま
す。野生動物や野鳥はペットで
はありません。絶対に餌を与え
ないでください。
　・�餌を与えることで集まるようになり周辺で鳴
き声やフンの害が生じます。

　・�人に餌をねだるようになり、ときには襲いか
かることもあります。

　・�人間の食べ物の味を覚えてごみや農作物を荒
らすようになります。

　・�生態系が崩れて他の動植物に悪い影響が生じ
るおそれがあります。

問町民課　生活環境係　☎ 33-2111　内線 126

野生動物や野鳥に
餌をあげないでください

■対象者
　�　令和 4年 30 日現在で一戸町に住民登録して
おり、令和 4年 5月分の児童手当を受給してい
る人（特例給付を受給者は対象外）。

■支給額　対象児童 1人につき 35,000 円
■手続き
　�　対象と思われる人には通知書を送付していま
すので、期限までに申請してください。対象と
なる人で、8月末までに通知が届かない場合には、
町ホームページからダウンロードできます。

　�　公務員以外の人には 7月 27 日に支給済みで
すので申請不要です。

■期限　9月 30日㈮
問健康子ども課　児童班
　☎ 32-3700　内線 617

公務員は申請が必要です
『子育て世帯臨時特別支援金』
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